
 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告  

 

次のとおり公募型プロポーザル方式による契約相手方特定の手続きを開始します。 

 

令和8年6月16日 

福島県知事    

 

１ 業務概要 

（１） 業 務 名  

福島県流域下水道事業ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託（下水調査・補助） 

（２） 業 務 内 容  

仕様書のとおり。 

（３） 業務委託期間  

契約締結日から令和９年３月１９日まで 

 

２ 公募型プロポーザル方式の内容 

業務仕様、企画提案書を特定するための評価基準など公募型プロポーザル方式の詳細な内容は、福島

県流域下水道事業ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託（下水調査・補助）公募型プロポーザル募

集要領（以下、「募集要領」という）による。 

 

３ 参加資格 

募集要領３の要件を全て満たすものとする。 

 

４ 手続等 

（１）事務局 

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 

福島県 土木部 下水道課流域下水道担当 

電話番号:024-521-7515 FAX:024-521-7956 

E-mail:gesuidou@pref.fukushima.lg.jp 

 

（２）募集要領等の配布期間及び方法 

募集要領等を福島県土木部下水道課ホームページにより配布する。 

１）配布期間  令和8年6月16日(火)から令和8年6月29日(月)午後4時 

２）配布方法  https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055c/ 

 



（３）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

令和8年6月29日(月)午後4時までに、上記４（１）のメールアドレス宛に「参加表明書（第２号様式）」をＰＤ

Ｆで添付し、電子メールにより提出すること。なお、参加表明書の提出のない者の企画提案は受け付けないため留意

すること。 

 

（４）企画提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

令和８年７月８日（水）午後４時までに、上記４（１）の場所に持参、郵送または電子メール等の電子媒

体で提出すること。 

ただし、郵送の場合は、郵便書留により提出期限内到着とする。 

 

５ その他 

（１）契約保証金 

契約相手方となった者は契約金額の１００分の５以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 

なお、契約保証金の納付は、福島県財務規則第２２８条第２項の規定による担保の提供をもって代えるこ

とができ、福島県財務規則第２２９条の規定に該当する場合は免除する。 

 

（２）契約書作成の要否 

要 

 

（３）詳細 

募集要領による。 


